
 

 

広島市エリアマネジメント活動計画認定要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市域内において行われるエリアマネジメントについて、当該エリア

マネジメントの推進に関する計画（以下「エリアマネジメント活動計画」という。）の認

定に係る制度を設けることにより、その適正かつ持続的な実施及びエリアマネジメント団

体の自立性の向上を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ エリアマネジメント 地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるため

の、住民・事業主・地権者等による主体的な取組をいう。 

⑵ エリアマネジメント団体 エリアマネジメントを実施する団体をいう。 

⑶ 公共施設等 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第４条第１４項に規定する公共

施設、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第５９条の２に規定する空地その他これ

らに類するものをいう。 

 

（認定の対象） 

第３条 この要綱において、認定の対象とするエリアマネジメントは、前条第１号に規定す

るエリアマネジメントのうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 主たる活動目的が、来訪者を呼び込むことによるにぎわいづくりにより地域の持続的

な活性化を図るものであるもの 

⑵ 対象地域が、都市機能の集積する地区、拠点性を持つ地区その他市長が特に重要と認

める地区であるもの 

⑶ エリアマネジメント団体が、活動対象地域内の住民団体、事業者、各種関係団体等の

幅広い団体等で構成され、かつ、地域を代表する組織として地域住民等に認知されたも

のであるもの 

⑷ 公共施設等を活用した活動を行い、エリアマネジメントの財源を確保しようとするも

のであるもの 

⑸ 活動内容が、にぎわいづくり、環境維持及び情報発信の全てを含む多様なものであ

り、かつ、当該活動を継続して行うものであるもの 

 

（エリアマネジメント活動計画の認定申請） 

第４条 エリアマネジメント団体は、自らの行うエリアマネジメントについて、エリアマネ

ジメント活動計画を作成し、市長の認定を申請することができる。 

２ 前項の場合においては、エリアマネジメント活動計画認定申請書（別記様式第１号）に

エリアマネジメント活動計画及び次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 



 

 

⑴ エリアマネジメント団体の規約その他これに類するもの 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

３ エリアマネジメント活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

⑴ エリアマネジメントの名称 

⑵ エリアマネジメントの対象地域 

⑶ エリアマネジメントの目的及び目標 

⑷ エリアマネジメント団体の組織体制 

⑸ エリアマネジメントの取組内容 

⑹ エリアマネジメントの収支計画 

⑺ エリアマネジメントの推進において必要と考える公共施設等の使用等に係る制限等の

緩和 

⑻ その他市長が必要と認める事項 

４ 前項各号に掲げるもののほか、エリアマネジメント団体は、当該エリアマネジメントを 

推進するために必要と考える事項をエリアマネジメント活動計画に記載することができる。 

５ エリアマネジメント団体は、エリアマネジメント活動計画を作成しようとするときは、

市長、関係機関等と十分な協議を行うものとする。 

 

（エリアマネジメント活動計画の認定審査） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合においては、審査会においてこ

れを審査するものとする。 

２ 前項の規定による審査及び審査会に関することは、別に定める。 

 

（活動計画の認定等） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による審査の結果、エリアマネジメント活動計画の内容

が適正なものであると認めるときは、これを認定するものとする。 

２ 前項の認定をしたときは、当該認定に係る申請を行ったエリアマネジメント団体（以下

この条において「申請者」という。）に対し、エリアマネジメント活動計画認定書（別記

様式第２号）を交付するとともに、当該エリアマネジメント活動計画（以下「認定エリア

マネジメント活動計画」という。）及び申請者を公表するものとする。 

３ 市長は、前条第１項の規定による審査の結果、認定をしないことを決定したときは、申

請者に対し、エリアマネジメント活動計画認定結果通知書（別記様式第３号）により、そ

の旨を通知するものとする。 

 

（認定エリアマネジメント活動計画の変更） 

第７条 エリアマネジメント団体は、認定エリアマネジメント活動計画を変更しようとする

ときは、市長の認定を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、エリアマ

ネジメント活動計画に関する軽微変更届（別記様式第４号）を市長に届け出ることをもっ

て足りる。 

２ 第４条、第５条第１項及び第６条の規定は、前項の認定エリアマネジメント活動計画の



 

 

変更について準用する。 

 

（認定エリアマネジメント活動計画の廃止） 

第８条 エリアマネジメント団体は、認定エリアマネジメント活動計画を廃止しようとする

ときは、あらかじめ、エリアマネジメント活動計画認定取消申請書（別記様式第５号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該認定エリアマネジメント活動計画

の廃止により、当該エリアマネジメントの対象地域のまちづくりに著しい損害を及ぼすこ

とがないことを確認の上、これを取り消すものとする。 

３ 市長は、前項の規定により認定エリアマネジメント活動計画の認定を取り消すことを決

定したときは、当該エリアマネジメント団体に対し、エリアマネジメント活動計画認定取

消決定通知書（別記様式第６号）を交付するとともに、その旨を公表するものとする。 

 

（実績報告等） 

第９条 エリアマネジメント団体は、毎年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。

以下同じ。）、認定エリアマネジメント活動計画に関し、当該年度末から３０日を経過す

る日までに、エリアマネジメント活動実績報告書（別記様式第７号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 当該エリアマネジメントの取組に係る実施状況を記した書類 

⑵ 当該エリアマネジメント団体に係る収支状況を記した書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項に規定する場合のほか、必要と認めるときは、エリアマネジメント団体に

対し、期限を定め、当該認定エリアマネジメント活動計画に関し、報告を求めることがで

きる。 

３ 市長は、前２項の報告を受けた場合において、その内容が認定エリアマネジメント活動

計画の内容と著しく異なるとき、エリアマネジメントの実施において重大な法令違反の事

実を認めたときその他著しく不適当と認める事項が確認されたときは、当該エリアマネジ

メント団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずるよう求めること

ができる。 

 

（エリアマネジメント活動計画の認定の取消し） 

第１０条 市長は、エリアマネジメント団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、理

由のいかんに関わらず認定エリアマネジメント活動計画の認定を取り消すことができる。 

⑴ 前条第１項又は第２項の規定による報告をしないとき。 

⑵ 前条第３項の規定による必要な措置を講じないとき。 

⑶ その他エリアマネジメントを推進する上で、重大な支障を及ぼすおそれがある行為を

行ったとき。 

２ 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。 

 



 

 

（損害に対する責任） 

第１１条 認定エリアマネジメント活動計画に記載した活動その他これに類する活動等にお

いて事故等が発生した場合、本市は、その原因のいかんを問わず、当該事故等に係る損害

賠償の責任を負わないものとする。 

 

（市の責務） 

第１２条 市長は、認定エリアマネジメント活動計画の円滑な実施に向け協力するものとす

る。 

 

（エリアマネジメント団体の責務） 

第１３条 エリアマネジメント団体は、認定エリアマネジメント活動計画に基づき、対象地

域の住民及び関係者と連携を図りつつ、エリアマネジメントの円滑な実施に努めなければ

ならない。 

 

（委任） 

第１４条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年２月１５日から施行する。 


